
議案第２号 

   通勤手当に関する規則の一部改正について 

 

  令和７年12月19日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

  交通用具使用者に係る通勤手当について、距離区分の上限及び支給月額を引

き上げようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

  交通用具使用者に係る通勤手当について、国の例に準じ、距離区分の上限を  

 90㎞以上から100㎞以上に引き上げ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部

改正により、支給月額の限度が51,500円から66,400円に引き上げられたことに

伴い、距離区分ごとの支給月額を引き上げること。（別表関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

  令和８年１月１日から施行すること。 
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 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年12月 日 

                                   岩手県人事委員会      

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

 通勤手当に関する規則（昭和33年岩手県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第７条の３関係） 別表（第７条の３関係） 

 

片道の自動車等の使

用距離 

交通用具   

片道の自動車等の使

用距離 

交通用具  

 

自動車 

自動車以外

の原動機付

の交通用具 

自転車 

  

自動車 

自動車以外

の原動機付

の交通用具 

自転車 

 

  ［略］    ［略］    ［略］    ［略］  

 14キロメートル以上

16キロメートル未満 
9,200円 4,600円 

    14キロメートル以上

16キロメートル未満 
9,300円 4,700円 

   

 16キロメートル以上

18キロメートル未満 
10,400円 5,200円 

   16キロメートル以上

18キロメートル未満 
10,600円 5,300円 

  

 18キロメートル以上

20キロメートル未満 
11,500円 5,800円 

   18キロメートル以上

20キロメートル未満 
11,800円 5,900円 

  

 20キロメートル以上

22キロメートル未満 
12,600円 6,300円 

   20キロメートル以上

22キロメートル未満 
13,000円 6,500円 

  

 22キロメートル以上

24キロメートル未満 
13,700円 6,900円 

   22キロメートル以上

24キロメートル未満 
14,300円 7,200円 

  

 24キロメートル以上

26キロメートル未満 
14,800円 7,400円 

   24キロメートル以上

26キロメートル未満 
15,500円 7,800円 

  

 26キロメートル以上

28キロメートル未満 
15,800円 7,900円 

   26キロメートル以上

28キロメートル未満 
16,700円 8,400円 

  

 28キロメートル以上

30キロメートル未満 
16,900円 8,500円 

   28キロメートル以上

30キロメートル未満 
18,000円 9,000円 

  

 30キロメートル以上

32キロメートル未満 
17,900円 9,000円 

   30キロメートル以上

32キロメートル未満 
19,300円 9,700円 

  

 32キロメートル以上

34キロメートル未満 
18,800円 9,400円 

   32キロメートル以上

34キロメートル未満 
20,400円 10,200円 

  

 34キロメートル以上

36キロメートル未満 
19,700円 9,900円 

   34キロメートル以上

36キロメートル未満 
21,700円 10,900円 

  

 36キロメートル以上

38キロメートル未満 
20,700円 10,400円 

   36キロメートル以上

38キロメートル未満 
23,000円 11,500円 

  

 38キロメートル以上

40キロメートル未満 
21,700円 10,900円 

   38キロメートル以上

40キロメートル未満 
24,100円 12,100円 
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 40キロメートル以上

45キロメートル未満 
23,700円 11,900円 

   40キロメートル以上

45キロメートル未満 
26,700円 13,400円 

  

 45キロメートル以上

50キロメートル未満 
26,400円 13,200円 

   45キロメートル以上

50キロメートル未満 
29,700円 14,900円 

  

 50キロメートル以上

55キロメートル未満 
29,200円 14,600円 

   50キロメートル以上

55キロメートル未満 
32,800円 16,400円 

  

 55キロメートル以上

60キロメートル未満 
32,000円 16,000円 

   55キロメートル以上

60キロメートル未満 
35,900円 18,000円 

  

 60キロメートル以上

65キロメートル未満 
34,800円 17,400円 

   60キロメートル以上

65キロメートル未満 
38,900円 19,500円 

  

 65キロメートル以上

70キロメートル未満 
37,600円 18,800円 

   65キロメートル以上

70キロメートル未満 
42,100円 21,100円 

  

 70キロメートル以上

75キロメートル未満 
40,400円 20,200円 

   70キロメートル以上

75キロメートル未満 
46,200円 23,100円 

  

 75キロメートル以上

80キロメートル未満 
43,100円 21,600円 

   75キロメートル以上

80キロメートル未満 
49,400円 24,700円 

  

 80キロメートル以上

85キロメートル未満 
45,900円 23,000円 

   80キロメートル以上

85キロメートル未満 
52,600円 26,300円 

  

 85キロメートル以上

90キロメートル未満 
48,700円 24,400円 

   85キロメートル以上

90キロメートル未満 
56,600円 28,300円 

  

 
90キロメートル以上 51,500円 25,800円 

   90キロメートル以上

95キロメートル未満 
60,000円 30,000円 

  

       95キロメートル以上

100キロメートル未満 
63,300円 31,700円 

  

       100キロメートル以上 66,400円 33,200円   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 
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